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はじめに

このガイドライン作成の意図は次のようなものである:

佐原市では、1994年4月 に佐原市歴史的景観条例が施行 された。今

後の佐原の歴史的街区における修理・修景はこの景観条例及びそ

れに基づく保存計画によって行われる。しかし、実際に建築の設

計等を行う場合、この公式の計画、基準だけでは不十分であろう。

その不十分さを補うためにこのガイ ドラインを作成する。

このガイ ドラインは、次の 2点 を補 うものである:

1.修理、修景基準の意味 (あ るいは精神)を より基本に遡って明

らかにすること。

2.修理、修景基準をより具体的に補強すること

この目的を達成するため、当ガイドラインは大きく、以下のふた

つの部分から構成する:

1.建築の原則

1の 目的に対応 して、修理・修景基準の根拠 となる考え方とし

て、基本原則、一般原則をあきらかにし、その上で、修景基準

を図示する。章だては次の通 りである :

・ 1:どのような町並みをめざすか

。2:基本原則
。3:一般原則

・41修理・修景基準

2.伝統建物のタイプごとのデータ

2の 目的に対応 して、伝統建物の特徴 を明らかにし、タイプ分

けの後、それらタイプごとに建物の具体的な構成、寸法、仕上

げ当のデータを提示する。修理・修景を行う場合、この具体的

基準に従うことが望まれる。章だては次の通 りである :

。5:佐原の伝統民家一その特徴
。6:タ イプごとの各部位寸法

なお、このガイ ドラインはあくまでも個別の建築を対象としたも

のである。街路やその他共同的施設に関するデザイン・ガイ ドラ

インは含まれない。それらについては『佐原市佐原地区町並み形

成基本計画』(1993年 )を 参照されたい。
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どのような

町並みをめざすか

准生
[貫[撃察纂辱[場 」泉[i:讐半i::ξ λF會捨享t

き町並みは、単なるある時代の復元ではない。しかし、1)伝統

的な建物 (い わゆる保存建物)は、これを出来る限りもとの状態

で修復、保存する必要がある。2)新 しい、建物は、伝統的な建

物の特徴のうち、現代の町並みから評価できる部分を受け継ぐ必

要がある。田T並 みの整備では、1)を確実に行うと共に、2)を

進めなければならない。具体的なデザインにおいてとりわけ悩み

が深いのは2)の方である。われわれは現代の町並みに何を受け

継ぐべきなのか、これは永遠の問いであるといえよう。とはい

え、「分からない」と手をこまねいているわけにはいかないのだ。

考えよう。そして試行 しよう。

なお、この章は、「佐原の町並み―よみがえれ、水郷の商都Jの

20ペ ージ～26ページ、「佐原市佐原地区町並み形成基本計画Jの
29ページ～40ベージをもとに具体的な目標/課題を整理したも

のである。
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香取街道沿い 1

忠敬橋から本宿側 を見たこの写真からは、次の各点が町並みの目

標/課題 としてあげられる (写真は大利根博物館所蔵、昭和初

期):

1.人間が主役である街路空間が実現されていた。その実現には、

単に当時は自動車が少なかったということだけでなく、町並み

のさまざまな特性が寄与 していた。

2.道が地形と共に湾曲し、かつ美 しい建物 (こ こでは三菱館)が
アイス トップとしての役割を果たすことで、街路空間に囲まれ

た感 じがつくり出されていこと。こうして空間に一体感や、落

ちつきが生み出された。

3.建物の深い庇が、建物内 (プ ライバシー)と 街路空間 (コ ミュ

ニテイ)と いう公私の空間を媒介する役割を果たしていた。

4.街路に而するどの建物も、街路空間へふきおろす形式 (平入 り

形式)で あり、そのことが広々とした空を確保することにつな

が って い た。

5.深 い軒が凹凸のある (厚みのある=の っぺらぼうでない)町並

み (壁面)を 形成 していた。

6.舗装は土のままであるが、大変暖かみがあった。

7.電柱はあるが電線が少なく大変すっきりしていた。



香取街道沿い 2

忠敬橋から新宿側 〔下分町)を見た写真からは次のことが見出さ

れる。なお、新宿側のたもとには、正文堂、小堀屋、中村屋商店

など立派な伝統的建物があるが、この写真はもう少 し西へ進んだ

所から撮ったものである。今の写真を見るとこちらは変化が著 し

い^

1.現在の写真からは、店舗の三階が前面へ張 りだし街路空間を圧

迫 しているという点が大変気になるc伝統町家では、三階壁面

が ‐階の庇の後ろにさがってお り街路カツ王迫 されることはな

い。軒高を低 く抑えて街路側に葺き下ろした傾斜屋根 も、広い

空を確保するのに役立っていたことがよくわかる。伝統町家は

街路空間にやさしい建築であった。連続 した軒線にも着目した

い ^

2.本宿側 も横宿への「 1叉路で街路が曲がってお り、まとまりを感

じさせる空 1間 が作 られている。視線止めにあたる建築が、視線

を受けlLめ ることを考慮 したきわめて存在感のあるデザインで

あり、その役を果たしている。残念なことは、現在の建物は昔

ほど十分な役割を果たしていない。
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小野川沿い 1

これは上流から見た忠敬橋である。

1.旧 い写真の石橋アーチ橋は、で町民が資金を出し合って建設 し

たところから、「かなえ橋」と呼ばれていた。(以前は木橋で大

橋 と呼ばれていた)。 今の橋に比べ石造 りの風格には捨てがた

いものがある。

2.橋詰 という言葉があるように、橋のたもとは都市の中でも人の

集まるポイントとなる場所であった。建物がないから空も広

い。現在のたもとの四角い三 (四 )階建ての建物は、一般的な

市街地の中ならばこれほど目立つことはなかっただろう。建物

の大きさやデザインは一般的なルールではなく、その敷地ごと

に注意深 く検討されるべきことを示すよい例であると思われ

る。

3.自 然石である銚子石で組まれた小野川の護岸が美 しい。新 しい

写真でも同じ材料で護岸が造られている。これは近年作 りなお

されたものである。ただし、この護岸改修は国史跡である忠敬

旧宅前であることの特例にとどまった。



小野川沿い 2

この写真は、小野川べ りの町並みがどのようなものであったかを

よく示 している。香取街道沿いとは異なって寄棟妻入の建物が主

であったことが判明する。一階には庇が回り、なかなか見事な町

並みが形成されていたことが推察される。

しかし、このあたりの変化はだいぶ激 しい。ふたつの写真に共

通 して写っている建物は 7つ であるが (旧 い写真の最奥の建物は

新 しい写真では視野から外れている)、 残っているのは 2つだけで

ある。新 しい建物はいずれも寄棟妻入という形式を踏襲 していな

い。棟の向きはバラバラであるし、妻入か平入かもマチマチであ

るc



小野川沿い3

東海酒造付近の小野川べ りである。

1.こ こで着日したいのは何 といってもダシである。街路と小野川

がかつてはとても近 しい関係にあったことがとてもよくわか

る。現在、この付近にはダシはひとつもなく、小野川を身近に

感 じることはかなり困難だ。護岸の仕上げも自然石積みから殺

風景なコンクリー トブロック積みへ徐々に変更されてきた。

2.さ らに建物と川べりの道路との関係についても着目すべきであ

る。この写真では解 りにくいので、別の写真を示そう。伝統的

な建物には庇が突き出していたが、小野川べ りではこの庇がた

いそう開放的であった。庇の下は、写真にもあるように本来荷

揚げしたrTl物 を一時保管 したり、荷造 りや荷ほどきをしたりす

るための空間である。小野川という港に面する商家では不可決

の空間であったといえよう。新 しい建物では、この空間が閉鎖

されあるいは失われつつある。

3.し かし失われてみると、このような空間が単に上記の機能のた

めの空間ではなかったことに気づ く。多 くの新 しい建物ではこ

の庇下空間がすべて室内に取 り込まれているが、その結果、建

物は外部に対 し拒絶的な冷たい表情のものとなった。川べ りの

街路空 1用 が持っていた居心地良さが失われた。もちろん、街路

幅も狭められた。



∪

1章「どのような町並みをめざすか」でみた伝統的町並み

の有する質から、まず佐原の歴史的地区で建築が守るべき

基本原則をあげる。結果的にこれらの原則は、都市の建築が基本

的に目指すべきものとなっている。しかし、その実現の方法は無

数にあるのであり、そこで佐原の固有の方法を採用すべきなので

ある。

なお、法律で決められた伝建地区、景観形成地区の修理修景基

準 (第 4章)に対 し、この章および次章で展開する「原則」は、

より広い意味で、この地区の建築の原則的指針、規準となるもの

である。ルールではなく、提案として示される。

V
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基本原則

1.人間的スケール

人間的なスケール、肌触 りをもった空間を作 り出すこと。

2.コ ミュニティとプライバシー

あらゆるレベルでコミュニテイとプライパシーの両立を図る配

慮 をし工夫する。あらゆるレベルとはたとえば、住宅の居間と

個室、町家の店と住宅、町並みの建物 と街路 ,お隣 り同士、…・

3.相乗的な相隣関係

隣どおしと環境を奪いあう関係にならないように注意を払い、

工夫する。お隣の日当たりを奪つたり、プライパシーを犯 した

りということにならないように。

4.居心地のよい街路空間

個々の建物が並んだ結果、居心地のよい街路空間を形づくるよ

Ψ                    うに注意を払う。街路は一種の部屋であり、建物はその壁であ

る。壁は居心地のよい部屋を作らねばならない。

5町並みと響き合う建築

新 しい建物は少なくとも、伝統的建物の存在を脅かなさい (景

観上、環境上)。 さらに、可能な限り、伝統的建物を尊重し、そ

れと共鳴しあってより豊な町並みを発展させていくような建築

とする。

6.安易な歴史追随の禁止原則

安易な折衷は避ける。伝統的様式にのっとるならば、そのこと

を徹底する。
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基本原則 1

人間的スケール

人間的なスケール、肌触りをもった空間を作り出すこと

*ホ*

歴史的な町並みの有する最大の特徴は、それが人間的なスケール、

肌触りをもった空間であることである。歴史的町並みを保存する

第一の意味もここにある。人間性が失われがちな現代都市にあっ

て、佐原の歴史的地区を都市空間に人間性を取り戻す拠点として、

再生、維持、強化する。

ここに建設される建築も、先ず第 1に この点が基本的に考慮さ

れていなければならない。そして、以下に展開される原則や基準

はこの基本原則 1を達成するためのものといつてよい。しかし、

以下の原則や基準を守っていれば、この基本原則 1が 自動的に達

成されるわけではない。建築に携わる人は、たえずこの基本原則

1に立ち戻らなければならない。

Ψ
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基本原則2

コミュニティとプライバシー

あらゆるレベルでコミュニティとプライバシーの両立を図る配慮

をし工夫する。あらゆるレベルとはたとえば、住宅の居間と個室、

町家の店と住宅、町並みの建物 と街路 。お隣 り同士、…・であ

る。

***

町や建築が住みよいかどうかは、コミュニテイとプライバシーの

両立がうまくはかられているかどうかに大きく依拠 している。少

なくとも、余 りにもプライバシーをむき出しにした閉鎖的な建物

や、逆にプライバシー丸見えの格式の乏 しい建物は避けられるべ

きだ。また、隣家のプライバシーを犯すような行儀の悪い建物も

避けるべきである。

佐原の伝統的建物は、このコミュニテイとプライバシーの両立

という課題に対 し、さまざまな工夫を凝らしてきた。それらの工

夫を読みとり、守っていく。
***

多少回りくどい説明だが、コミュニテイとプライバシーの問題は、

まず住宅の個室と居間の関係から説明しておく。

住宅は家族 というコミュニティが家族生活を営む場所である。

その家族が集う場所として多くめ住宅には居間が用意されている。

一方、家族の成員には多 くの場合それぞれのプライバシーを確保

できるように個室が用意されている。特に子供に個室を与えるこ

とは子供の自立を促すために必要とされ、戦後の日本の住宅の目

標 となってきた。しかし、このことの行 きすぎが最近反省 されて

いる。子供のプライバシーを重要視するあまり、家族の絆が綻び

かけるという問題が起きてきたのだ。こうして、個室は玄関から

直接ではなく、必ず居間を経て行けるようにする、といった設計

上の工夫が必要などと指摘されるようになった。

住宅は、夫婦や子供など家族の成員のプライバシーを守ると同

時に、家族の繋がり=家族コミュニテイを支える場となっていな

ければならない。コミュニティとプライバシーのいずれかが大切

なのではなく、両者が両立することが必要なのである。そして住

宅の空間構成はそれを支えるように設計されていなければならな

V｀ 。
***

同じことが、建築と町並みについてもいえる。この場合は、コミュ

ニテイは向こう三軒両隣で営む社会生活である。守るべきプライ

バシーは家族のプライバシーである。個々の住宅が孤立している

と、となりの人は何する人ぞ、ということになって向こう三軒両

●
′



V

隣のコミュニテイは成立 しない。逆にお互いの生活が丸見えでの

ぞき込める音の長屋のような生活 も現代では好まれないだろう。

ここでも、家族のプライバシーを守 りつつ、コミュニテイが成立

するということが必要なのであり、建築はそれを支えるような構

造である必要がある。

佐原の伝統的建物では、その間取 りにもっとも基本的な工夫が

見いだされる。

佐原の町並みを構成 している建物は「町家」と呼ばれる形式の

建物である。この建物は、通 りの側から奥に向かって、ミセ、イ

マ、オクというふうに三つの部屋が並んでいるのが普通である。

これらの部屋は、不特定多数 (あ るいは隣近所)の人が出入 りす

るミセ、家族が集うイマ、主寝室として使われる (あ るいはかし

こまった接客を行 う)オ クという風に使い分けられている。つま

り、プライバシーの必要性が高い部屋ほど奥に、コミュニテイの

必要性の高い部屋ほど表に並べて両者の両立を図つているのであ

る。多 くの場合、さらに奥へ向かって三階やハナレがあり、いつ

そうプライバシーの高い空間が提供される。

このような工夫は、さらに随所に見いだされる。実は、深い庇

や格子も、コミュニテイとプライバシーの両立を図るための工夫

と捕らえることができる。これらについてはさらに具体的な原則

として以下にとりあげていく。

ま ら た な ア黙由 寸っ 鷹

↓
↓
↓

↑土由
a------J

υ

n
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基本原則3

相乗的な相隣関係

隣どおしと環境を奪いあう関係にならないように注意を払い、工

夫する。お隣の日当たりを奪ったり、プライバシーを犯 したりと

いうことにならないように。

***

密集 した市街地では、日照、新鮮な空気、プライバシーなどの環

境は有限である。このような状況の中では建物は、お隣の日当 り

を奪ったり、プライバシイーを犯 したりと、お互いに環境を奪い

あいう関係 (相克的関係)に 陥 りがちである。そうならないよう

に、建物がお互いに環境を保障 し合う関係 (相乗的関係)が成立

することが必要である。「町並みと響 き合 う建築」というもうひと

つの原則 と合わせ、歴史的町並みに内在する仕組みを見いだし、

守っていく。

具体的には、「4間・4間・4間 のルール」のルールがあげられ

る。すなわち、表通 り沿いでは、道路から4間 は敷地いっぱいに

利用 し接道・接隣型の建物 とする。次の 4間では隣家への日照に

注意 した建て方とする。その次の4間 は庭主体の利用 とする。伝

統的町並みでは、個々の建物がこのルールを守ることで達成され

てきた。いやむ しろ、このようなルールが成立 していたことが伝

統的町並みの意味だといってもよいだろう。これ「町並みと響き

合 う建築」の原則からいって、今なお守られるべきルールである。

この方針の意味は、観光資源調査報告「佐原の町並みJに詳 しく

説明されている (p.93)。

ゾーン;中位の密度

ニワゾーン;低 い密度
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基本原則4

居心地のよい街路空間

個々の建物が並んだ結果、居心地のよい街路空間を形づくるよう

に注意 を払 う。街路は一種の部屋であり、建物はその壁である。

壁は居心地のよい部屋を作 らねばならない。

***

歴史的町並みにおける街路空間はコミュニテイを支えるバ ック

ボーンとしてきわめて重要な空間である。この空間は自動車に専

有されることなく、コミュニティにおける社会生活の中心的な場

として心地の良い外部空間である必要がある。

街路空間は個々の建築が両側に並ぶことで生まれる。つまり、

街路空F]の 良し悪 しはその両側の町並みによるところが大きい。

そこで、個々の建物が並んだ結果が居心地のよい街路空間を形づ

くるように注意を払わねばならない。街路空間は一種の部屋であ

り、建物はその壁である。部屋にはそれにふさわしい壁や天丼が

なければならない。それを達成するためには、これからあげてい

く以下の原則が重要である。

□「棟は連結する」

街路沿いでは隣同士の棟が壁面線を一定の幅にそろえ、あまり

間隔を開けず、連なる壁で囲まれた街路空間が生まれるように

する。

□「隣家となじむ高さ」 (再 )街路の環境を犯さない

建物は三階建てを限度 とし、周辺とバランスのとれた高さとす

る。

□「屋根は空地へ葺き下ろす」

屋根は棟ごとに、主要な棟から段々と、外部空間に向かってふ

きおろす。

□「内外の緩衝的空間 ;庇」

建物の内外には緩衝的空間をつ くって両者をつなぐ。伝統町家

でその役割を呆たした庇や格子を受け継 ぐ。

□「回り縁としての軒」

平入伝統町家の三階の軒を、街路空間の回り縁 と捕え、その意

味を新 しい建築でも受け継 ぐ。

□「修景装置」

連続 した町並みの歯欠け部分には、町並みの連続を保つ修景装

置を設ける。

□「アイ・ス トップ」

街路空間の軸方向の視線を止めるアイス トップを設ける。ある

いはアイス トップにあたる建物を優先的に修景する。
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基本原則5

町並みと響き合う建築

新 しい建物は少なくとも、伝統的建物の存在を脅かなさい (景観

上、環境上 )。 さらに、可能な限り、伝統的建物を尊重し、それと

共鳴 しあってより豊な町並みを発展させていくような建築とする。

***

この原則は、歴史的地区に建てる現代の建築に対 して最低から最

高まで三段階の要求をしている。

1。 まず「少なくとも伝統的建物の存在を脅やかさない」ことが

最低の要求 として求められている;存在 を脅かすとは、環境上

脅かす場合と景観上脅かす場合のと二つが考えられる。環境上

脅かすとは、日照を奪ったり、プライバシーを犯 したり、騒

音、震動などを与えたり、風紀を乱 したりすることである。景

観上脅かすとは、街路から伝統的建物への視線を阻害すること

である。多 くの場合、伝統的建物の三階壁面は道路からかなり

後退 してお り、その隣へ道路境界いっぱいに建物を建てると、

たとえそれが三階建てであっても伝統的建物はほとんど目立た

ない存在になってしまう。

2.第 2段階は「伝統的建物を尊重する」という要求である。町

並みでは伝統的建物を主役にたて、新 しい建物は背景に徹する

ことを求めている。

3。 そして最高度の要求として「歴史的町並みと共鳴 しあってよ

り豊かな町並みを発展 させていくような建築」を求めている。

これは新 しいデザインの自己主張をもった建築であっても、歴

史的町並みと共鳴 しあうものである限 り歓迎するという方針で

ある。このような建築には相当ハイレベルのデザインセンスを

要求されるであろう。

伝統的建物への視線を阻害しない 伝統的建物の居住環境を奪わない



V
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基本原則6

安易な歴史追随の禁止原則

安易な折衷は避ける。伝統的様式にのっとるならば
｀
、そのことを

徹底する。

***

この原則の基礎は、建築デザイン・様式の「秩序 と多様性の両立」

を実現すべきだというものである。「秩序 と多様性の両立」はさま

ざまなレベルで実現されるべきものだが、町並み景観では、町並

みを構成する建物の様式、ファサー ドの秩序 と多様性を両立する

という意味になる。

佐原の町並みでは、ある時代の町並みを復元するとか、あるい

はある時代の様式に統一するといった町並み保存の手法をとらな

い。む しろ、町並みに近代洋風建築が含 まれているように、秩序

と同時に多様性をも実現 しようとしている。そこでこの原則が重

要となる。

佐原では修理・修景基準があり、さらにこのガイ ドラインが具

体的な規準を提案 している。しか し、これら原則 を忠実に守れば

必然的に目的が達成されるわけではない。これら原則の枠組みに

中でも建築のデザイナーに委ねられた部分はきわめて大きい。

実は、この原則の枠組みを単に守るだけでは、大 きな失敗がお

こる恐れがある。いわゆる「民芸調」の建物が出来てしまう危険

である。民芸調 とは、伝統的な様式に従っているようでいない中

途半端な建築のことである。伝統町家のデザインが工法上や機能

上持っていた意味を無視 して、上辺だけを真似 している場合が多

い。このような薄ぺらいデザインは、町並み全体の品格を著 しく

傷つけるものである。このような民芸調は避けられるべきであ

る。
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築の原則

基
本原則をさらに具体的に展開し、「建築の原則」とする。

19
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建築の原則

1分棟型

建物は一体でなく、棟に分けて構成する。

2最高 3階

建物は地面にくっついている形式とし、高さは3階を限度 とす

る。

3街路空間を作る正面

街路沿いでは隣同士の棟が壁面線を一定の幅にそろえ、あまり

間隔を開けず、連なる壁で囲まれた街路空間が生まれるように

する。

4生き生きとした中庭

通 りに面 した敷地では、主屋を接道、接隣型とし、中庭を生み

出す。

5屋根らしい屋根

しつかりとした屋根のある建築とする。

6遷移的な入り口まわり:庇

建物の内外は緩衝的空間をつくって両者をつなぐ。伝統町家で

その役割を果たした庇や格子を受け継 ぐ。

7上 からふきおろす屋根

屋根は棟 ごとに、主要な棟から段々と、街路や中庭などの主要

な外部空 F口 へ向けてふきおろす。

8回縁としての軒

平入伝統町家の二階の軒を、街路空間の回 り縁 と捕え、その意

味を新 しい建築でも受け継 ぐ。

9美 しい軒裏

軒裏が美 しく見えるよう工夫する。

10格子と小割窓

正面の建具には格子をはめる。格子をはめないとき、ガラスは

小書」にする。

11目 立たない駐車場

駐車場は小規模なものを分散させる。また、駐車場には、町並

みに違和感がうまれないよう、あるいは連続感をもたせるよ

う、丁寧な修景を施す。

12自 然的素材

建築、工作物その他の材料には、できるかぎり、地場に産する

自然的素材を用いる。

13基調としての無彩色

町並みにおける色彩は、無彩色を基調とし、原色は点景に用い

る。

20



14.建物を活かす看板

建物につける看板は、建築本体を重視 し、極力小 さいものとす

る。デザインは伝統を踏まえ、業種にふさわしいものを工夫す

る。

15.伝統構法

建築は出来る限 り木造在来構法で建築を行 う。
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建築の原則 1

分棟型

建物は一体でな く、棟に分 けて構成する。

中*ホ

佐原の歴史的建物は、機能および家族の構成に応 じていくつかの

棟に分けられている。奥行 き方向では、店棟、住居棟、はなれ、蔵

などである。間口方向では、店棟、袖蔵などである。つまり分棟

型でつくられてきた。

これは現代においても、人間的な建築をつ くるための入口、出

発点となる第一の原則である。この方針は次の考え方から導き出

されている;建築や町並みが人間的であるためには、建築は、そ

れを利用する人々の単位、活動に対応 した、空間的・視覚的に明

解な部分から構成されている必要がある。大 きな塊の建物は、利

用者が帰属感を、外来者が親近感を抱 くことが難 しい。

この歴史的町並みでは当たり前のことも、現代都市ではなかな

か難 しくなってきた。

分棟型の伝統的建物に対 して、現代ではRC構造などで店や住居

を一体にした豆腐型の建物が目立つようになっている。より大規

模な空間が必要になったためということもあるが、RC、鉄骨など

の構造は大きい架構の方が得意であり、経済的であるという点 も

見逃せない。木造建築に人気が集まる理由の一端がここに見られ

る。建築は構造に空間を合わせるのではなく、必要な空間を生み

出すために適切な構造・構法を選択することが必要である。

作業棟 (複数)

′

′

～

‘

‐

・
ヽ

店棟

作業場 iV=

静嘔
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建築の原則2

最高 3階

建物は地面にくっついている形式とし、高さは三階を限度とす

る。

ⅢⅢⅢ

伝統的建物の高さは一般に2階建て。高くとも3階建てである

(佐原にも少数の3階建てがあった模様であるが今はない)。 これ

はひとつに構造上の制約によるが、それだけに理由を帰するべき

ではない。建物の高さもまた人間的建築の条件だからだ。

建物をあまり高くすべきでないという理由はいくつかある。第

1に、大地からあまり離れた階は生理的に人間に向かない。高層

ビルで流産率が高くなるのはよく知られた現象である。第 2に、

エレベータを使うような高さでは、子供や老人が地表へ降りるの

が億劫になり、家に閉じこもりがちになることが指摘されている。

老人は社会と疎遠になり、子供はファミコンだけがお友達という

事態に至ってしまう。人間はできるだけ地表に近いところに住む

のがシアワセなのだ。

V
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建築の原則3

街路空間を作る正面

街路沿いでは隣同士の棟が壁面線を一定の幅にそろえ、あまり

間隔を開けず、連なる壁で囲まれた街路空間が生まれるように

する。

***

この原則は本来、街路空間だけでなく、外部空間一般に適用可能

な方針である。その根拠は、意味のある外部空間は一定の取 り囲

まれた感 じが必要である、単に建物と建物 との間に残された空間

=隙間ではなく、より積極的に生み出された空間である必要があ

る、というものである。街路空間は、緊密に建ち並ぶ建物によっ

て囲まれることによって、はじめてその街路を軸として生活を営

む人々の生き生きとした社会活動の場となるのである。

街路空間は、いわば室内のように、壁 と天丼とで囲まれている

必要があるのである。もちろん、室内のようにしっかりと囲む必

要はない。しかし大雑把には囲まれていることが望ましい。壁に

相当するのは、両側の町並みである。道路の軸方向は、街路の屈

曲、曲がり、そして遠景などで視線を上める。アイス トップと呼

ばれるモニュメントの配置も効果的である。そ して天丼は空であ

る。室内の天丼には壁 との境目に回 り縁が作 られるが、町並みで

は連続する軒線が回り縁である。

ただし、この方針は道路境界線いっぱいに建物を並べようとい

うものではない。室内でも壁には、和室なら床の間や違い棚、洋

室には壁がんや暖炉、家具が、室内空間と壁 との間に置かれてい

る。これらがない部屋 を想像 して欲 しい。たとえば床の間のない

和室を。床の間は単なる格式を示す無駄な空間ではなく、部屋が

居心地よくなるために、ぜひとも必要な装置なのである。これら

はいわば壁 と空間の緩衝装置として働いているといってよいだろ

う。同様に、町並みにも緩衝装置が必要である。町並みでその役

割を果たしているのは、深い庇、前庭、格子などである。これら

は「プライバシーとコミュニティ」の序列を構成する重要な要素

一「中間領域」一でもある。

佐原の伝統的町家では通常奥行 き一間程度の庇が出ている。主

要な壁はその後ろにあり、三階壁面の位置である。従って、壁面

線は道路境界から一間前後さがったところとし、ここに建物の主

要壁面を置 くことを原則 とする。

すでに後退しているも

のには庇型アーケー ド

セットバックしない
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建築の原則4

生き生きとした中庭

通 りに面 した敷地では、主屋 を接道、接隣型 とし、中庭 を生み

出す。

***

敷地があまり広くない町中では、建物を敷地の真ん中に建てると

回りに無駄な土地ができてしまう。しかし、敷地の建物以外の空

間は「余った」空間ではなく、積極的な意味を持った空間である

べきである。そうするためには、敷地に棟を配置するに当たって

中庭を生み出すように配置すれば良い。下の図はいずれも建蔽率

50%で建てたものである。

実際、伝統的町家は、1.主屋、離れなど棟に分ける分棟型と

し、2.主屋を道路と両隣りに接することで、中庭を生み出した。

こうして生まれた中庭は、密集した市街地にあっては、道路空間

と共に各家に必要な環境を保障する命綱である。そして十分な広

さがあるとはいえない敷地の有効利用につながる。現代の建物も、

表通りに面した敷地ではこの中庭型建築とすべきである。

蔵又は離れ

ν
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建築の原則5

屋根 らしい屋根

しっかりとした屋根のある建築 とする。

***

屋根の存在も人間的な建築の重要な要素である。なぜなら、屋根

は雨露をしのぐという建築の源初的な目的を達成するもっとも基

本的な要素であって、屋根の形はこの建築本来の意味を忘れさせ

ない形であることが望ましいからである。現代では技術的にどの

ような形の屋根でもかけられるようになった。しかし依然として

傾斜屋根は、雨の多いわが国でもっとも無理のない自然な構造で

ある。

言うまでもなく、佐原の伝統的建物にはしっかりと傾斜屋根が

のっている。ただし、香取街道沿いでは切妻平入型が、小野川沿

いでは寄棟妻入型が多い。うれしいことに三菱館も傾斜屋根であ

る。ヨーロッパ風のしゃれた建築にするためには、陸屋根にしな

ければならないと一般には信じられているが、そうではないとい

う証拠がここにある。

チャールズ皇太子もウエストミンスター橋からのロンドンのス

カイラインが平らな屋根の近代建築によって壊されたことを嘆い

ている (『 英国都市の未来像』)。



建築の原則6

遷移的な入り口まわり:庇

建物の内外は緩衝的空間をつくって両者をつなぐ。伝統町家で

その役割を果たした庇や格子を受け継 ぐ。

***

建物と街路のあいだに中間的・緩衝的空間を用意し、コミュニ

ティ空間とプライバシイー空間とが直接向き合わないようにする。

この緩衝的空間の必要性は上の方針でも述べた。このことをもっ

と直感的にいうと、建築と街路が直接向き合うと、家の人が落ち

着かないばかりか、日Iを歩く人も日のやり場に困ってしまうとい

うことである。反面、両者があまりはっきり分離されると家の人

は孤立し、街路空間は殺風景になってしまう。「コミュニテイとプ

ライバシー」の項で述べた両立が必要になるのである。中の人に

とっても、外の人にとっても、街路等の公共的外部空間と建物と

の間には適切な緩衝的空間が必要である。このような緩衝的空間

を中Fl領域と呼ぶ人もいる。

伝統的町家では庇下の空間がその役割を果たしていた。さらに

格子が内外のフイルターとしての役割を果たした。この手法を受

け継ぐ。
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建築の原則7

上からふきおろす屋根

屋根は棟ごとに、主要な棟から段々と、街路や中庭などの主要な

外部空間へ向けてふきおろす。

●中中

屋根は、一番主要な棟から順次葺き下ろしていく(「分棟型」原則

を思い出していただきたい。建物は棟に分かれているはずであ

る)。 伝統的な町家なら、店棟から葺き下ろされているだろう。こ

うすることで建物で一番主要な棟が目立つことになる。そして、

傾斜は外部空間へ向かって落ちるようにつける。雨水の処理を考

えれば当然といえるが、現代建築では案外そうでもない。佐原の

伝統的町並みでは、隣同士が接している中心部では切妻平入型が

多い。それに対して隣同士に余裕のある周辺部や小野川沿いでは

寄棟妻入型が主流となる。

V
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建築の原則8

回縁としての軒

平入伝統町家の二階の軒を、街路空間の回り縁 と捕え、その意味

を新 しい建築でも受け継ぐ。

***

軒の本来の意味は風雨から建物を守ることである。しかし、この

ような観点も重要である。なお、建物の軒 (軒蛇腹、コーニスな

どという)を このような意図でデザインすることはヨーロッパの

広場 (特 にバロック期の広場)で も行われている。

この方針は、三階建て平入建物が主流の香取街道の忠敬橋周辺

で主として適月1す る。

室内としての街路

天丼=空

突き当たりの壁=食い違い

両側の壁=町並み
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建築の原則9

美 しい軒裏

軒裏が美しく見えるよう工夫する。

***

遠 くから見れば回縁 としての役割を果たしている軒も、近 くから

見れば目にはいるのは軒裏である。従って軒裏は美 しくなければ

いけない。伝統建物は、出桁造 りやせがい造 りを工夫することで

その期待に応えてきた。洋風建では蛇腹などのデザインが施され

た。
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建築の原則10

格子と4嗜1窓

正面の建具には格子をはめる。格子をはめないとき、ガラスは小

割にする。

中中十

格子が建物の内外をつなぐきわめてすぐれた装置であることはも

はや言を待たないであろう。通常、このような格子はフイルター

=目 隠しと認識されている。もちろん、この機能 (外→中に関わ

る機能)は重要であるが、中から見れば、む しろ大きく開け放た

れた窓よりも外界 との親密さをつくり出す役割を果たしている。

さらに同様の理由で、ガラス窓は小割 とする。小割窓は大きな

窓に比べ、外界 とのより親密な関係 を媒介する。そして外から見

たときも美 しい。

V
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建築の原則11

日立たない駐車場

駐車場は小規模なものを分散 させる。また、駐車場には、町並み

に違和感がうまれないよう、あるいは連続感をもたせるよう、丁

寧な修景を施す。

***

大規模な駐車場はわかりやすい反面、都市環境を破壊する。おま

けに非人間的な空間である。各近隣単位 ごとにその土地の一割を

超える駐車場は設けるべきでない。そして各個別の敷地に設けら

れる駐車場は、外からあまり車が見えないように最大限度の工夫

をする。

V

V
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建築の原則12

自然的素材

建築、工作物その他の材料には、できるかぎり、地場に産する自

然的素材を用いる。

***

「自然的素材」とは、風イヒと共に味わいを増すような素材、生物が

分解することのできる素材、土に戻る素材である。近代工業に

よって作 り出される製品は、人間的な建築に不向きなことが多い。

たとえば鉄骨は、巨大な空間を支える材料 としては優れているが、

不用意に使 うと、人間的建築の材料 として、あるいは自然景観に

溶け込んだ材料 として不都合な結果に終わることが多い。そして

このような材料は、えてして新品のときがもっとも美 しく、あと

はただ古びていくというものが多い。

具体的な材料 としては、木材とその加工品、土から作ったもの、

石膏、竹、天然繊維、ある種のコンクリー ト、鉄などである。同

一の素材でも、高度の工業技術や大量のエネルギーを消費 して製

造・加工されたものは人間的スケールの空間を作る材料に向かな

い。具体的には以下の原則による :

1.屋根材は、瓦・銅版・コールテン鋼板等とする。これ以外の

材料では、暗色着色 したものを用いる。

2.壁面材は、屋根材、伝統田r家 との調和 を考えて選び、できる

限 り天 然 素材 とす る。 色 調 は町並 み を統 一 させ る。

工業製品を用いる時は、けばけばしい色彩のもの、光沢のある

もの、金属色が露出 しているものを避ける。

量 %
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建築の原則13

基調としての無彩色

町並みにおける色彩は、無彩色を基調とし、原色は点景に用いる。

***

現在の町並みにはいろいろな色が温れている。この状況をよいと

いう人はまずいないだろう。しか し、実際にどのような色を使え

ば良いのか、これは案外難 しい問題である。伝統的建造物群保存

地区でよく見られる規定は「指定色の古色仕上ι刑 である。洋館

群の神戸北野地区では、伝統的建造物群保存地区について、許可

基準は「歴史的風致を著 しく損なわないものであること」。修景基

準は「伝統的洋風建築に準ずる色彩 とするとすること」。さらに都

市景観形成地区では「けlfけばしい色彩は使用 しないこと」。とい

うわけで具体的にはさっばりわからない。

ここではまず、素材にふさわしい色を使 うことを原則 としよう。

すなわち、素材の色をそのままいかすか、あるいはそれをより美

しく見せるかにとどめる。もし着色する場合は、次の原則による。

1.無彩色あるいは茶系を基調とし、原色は局所的、一時的に用

いる。

2.色決めは、実際に町の中で実験 し慎重に決める。

V
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建築の原則14

建物を活かす看板

建物につける看板は、建築本体 を重視 し、極力小 さいものとする。

デザインは伝統 を踏まえ、業種にふさわしいものを工夫する。

***

看板はあまり統一ということを考えない方がよい。各店が小さい

ながらもキラリと光る工夫を凝らすことが重要である。そして看

板を見て歩 くだけでも楽 しい町としよう。もう少 し詳 しくは以下

のような原貝Jを 方、まえる :

1.看板の材料はできるかぎり天然素材とする。

2.色は素材 をいかしたものとし、無彩色または茶系を原則 とす

る。原色は局部に用いる。

3.伝統をふまえ、業種にふさわしい種類 とデザインを工夫する。

どぎつい、けばけばしいものは避け、全体 との調和 をはかる。

4.看板の数は、一建物につき二種類三つ以内を原則 とする。たと

えば、屋号や店名を示す屋根看板 または壁面看板 と、その商品

や商:マlの イメージを表現する軒下看板 または袖看板である。

5.三階の屋根 より上、または三階以上には看板をつけない。

5。 看板の種類ごとに大 きさ等を次のように定める :

□屋根看板

・主に伝統的建物で用いる、屋号・店名を示す看板である。

・1階庇先より建物側、2階軒先より下に設置する。

・道路と平行に設け、垂直、斜め方向の面は設けない。

・ひとつにとどめる。

□軒下希板・袖看板

・主にその商店の商品やイメージを表現する看板である。

・デザインは、ユーモアとエスプリをきかせ、実物看板または

模型看板を原則 とする。

・位置は2階軒下が原則。なお、軒の出がない建物にあたって

は、伝統的建物の2階屋根の道路側への延長線より下。

□壁面看板

・主に近代建築で屋根看板に代わって用いる看板である。

・建物のファサー ドを重視 したものであること。

・ファサー ド全体 とのバランスを考え大きすぎないこと。

□なお、庇下ではのれんを活用する。

*第 6章 に古い写真を収録 しているので参照されたい。
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建築の原則15

伝統構法

建築は出来る限り木造在来構法で建築を行う。

■**

人間的な建築にふさわしく、かつもっとも風土に適 した構法を選

択する必要がある。佐原では、可能な限 り伝統構法によること。伝

統構法の採用は、技術の伝承にとっても不可欠である。

36



修理・修景基準

い の章では、佐原市景観条例に基づき定められた「佐原市佐原t~地
区伝統的建造物群保存地区保存計画」および「佐原地区景

観形成計画」における修理・修景基準を掲げ、それらを図示する。

υ
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佐原市歴史的景観条例の概要

佐原市歴史的景観条例は、第 2章において景観形成地区について、

第 4章 において伝統的建造物群保存地区について定める(第 3章

は景観形成指定建築物に関する章である)。

景観形成地区では、1)建築物等の新築、増築、改築、移転又

は除却、2)建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外

観を変更することとなるもの、3)屋外広告物の表示又は屋外広

告物を掲出する物件の設置、4)宅地の造成その他のと地の形質

の変更、5)木竹の伐採、などを行おうとする場合、あらかじめ

市長に届けなければならない。市長はその届出が景観形成規準に

適合 しないと考えた場合は、助言・指導をする。

伝統的建造物群保存地区では、景観形成地区と同様の行為につ

いて、市長及び教育委員会の許可を得なければならない。市長及

び教育委員会は第20条 に掲げられた8項 目の規準に適合 しないも

のは許可してはならない。この 8項 目の規準のうち、重要なのは

次の 2点である :

1)伝統的建造物の増築若 しくは改築又は修繕、模様替え若 しく

は色彩の変更でその外観 を変更することとなるものについて

は、それらの行為後の伝統的建造物の位置、規模、形態、意匠

又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持 していると認めら

れるものであること、

2)伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築若 しくは改築又は

修繕、模様替え若 しくは色彩の変更でその外観を変更すること

となるものについては、それらの行為後の当該建築物等の位

置、規模、形態、意匠又は色彩が当該保存地区の歴史的風致を

著 しく損なうものでないこと。

より具体的には、保存計画で定められる。保存計画では次のよ

うに定められている :

1)伝統的建造物 :伝統的建造物については、主として通常望見

される外観を保存するための「規準」 (男U表 4)に より、各々

固有の様式に修理を行い、その保存に努める。

2)伝統的建造物以外の建造物 :新築、増築若 しくは改築又は修

繕、模様替え若 しくは色彩の変更について、保存地区の歴史的

風致とよく調和するよう伝統的建造物の特性に倣い、主として

望見される外観について「基準」を参考に修景を行 う。

3)環境物件 :環境物件の変更については、保存地区の歴史的風

致とよく調査するよう保全 と整備 をすすめる。

ここで 1)の基準は修理基準、2)の基準は修景基準 と呼ばれる。

こうして、佐原の歴史的地区には、景観形成地区に係わる修理・

修景基準と、伝統的建造物群保存地区に係わる修理修景基準 とが



存在することになる。

そして、これら地区で、これらの基準に適合 して行われる建築

行為等にはその物件の所有者に対 して経費の一部が助成される

(第 26、 25条 )。 経費の補助は、「佐原市町並み保存事業補助金交

付要綱」に従ってなされる。補助基準は下の表の通 りである :

■補助対象経費 と補助額

伝統的建造物群保存予定地区

(注)伝統的建造物については、佐原市歴史的景観審議会の意見を聞いて、その限度額を超えて補助することが
できる。

区分 補助対象 補助額

伝統的建造物 外観を修理基準により修理するのに要する経費 (保

存上必要な内部の改造に要する経費を含む)

10分の 8以内の額 (限度

額 700万 円)

伝統的建造物以外 の建造

物

新築や改築などで外観 を修景基準 により修景するの

に要する経費

10分の 7以内の額 (限度

額 200万 円)

屋外広告物・建造物以外

の工作物・生垣・オ直栽等

歴史的な町並み景観に調和 したものとなるよう、修

理。修景するのに要する経費。

2分の 1以内の額 (限度額

50万 円)

防災設備 伝統的建造物の保存のために必要な防災設備の設置

に要する経費

2分の 1以内の額 (限度額

50万 円)

景観形成予定地区

区分 補助対象 補助額

景観形成指定建築物等

(建物・門塀 )

外観を修理基準により修理するのに要する経費 (保

存上必要な内部の改造に要する経費。

10分の7以内の額 (限度

額500万円)

景観形成指定建築物以外

の建築物 (建物・門塀 )

新築や改築などで外観を修景基準により修景するの

に要する経費。

10分の6以内の額 (限度

額150万 円)
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補助金交付までの流れ

対象区域 (裏面図)で町並み景観に調和 した修理・修景を行う場

合は補助金を受けることができる。補助金を受ける場合の手続は

次の通 りである。

建築相談     ・建築内容が基準に適合するよう、事前に市と相談する。

補助金申請    。相談に基づき、関係書類を添えて補助金交付の申請をする。

及び      。申請内容の審査後、市から補助金交付決定の通知がある。

補助金交付決定

建築工事     ・補助金の交付決定の通知を受けてから建築工事を着手する。    ~~~~~
及び      ・建築工事の完了後、関係書類を添えて市へ実績報告をする。

実績報告

補助金の確定   ・建築工事内容の確認負 市から補助金の確定の通知がある。      ~
及び      ・補助金の確定の通知を受けでから補助金の交付を申請する。

補助全交付請求

V



景観形成地区と伝統的建造物群保存地区 (予定)

景観形成地区と伝統的建造物群保存地区 (予定)の 具体的な範囲

は次の地図に示すものが予定されている。
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伝統的建造物群保存地区に係わる修理・修景基準

修 景 基 準

(歴史的風致に積極的に資する建造物を建て

る場合 )

修 理 基 準

(伝統的建造物を修理す

る場合 )

建

築

物

位置 。規模

建築物の位置及び規模は、可能な限 り伝統的

建造物に従 うものとする。とくに、道路側の

壁面は、伝統的町並みの壁面線に揃えて調和

を図るものとする。

伝統的建造物について

は、主としてその外観を

維持するため、現状維持

または復原修理とする。

高 さ 周囲の建築物等に合わせ、町並みとしての一

体性 と連続性を図るものとする。

構 造 在来工法を踏襲 した伝統的建築様式を基本と

する。

意

匠

屋根

二方向以上の傾斜屋根 とし、一方向は道路側

へふきおろす。

瓦は黒色または鼠色の日本瓦とする。

勾配は5.5寸 から7寸 とする。

軒 。庇 周囲の建築物に合わせた調和のとれた連続性

を保つものとする。

外壁 。窓

漆喰塗 り、下見板張 り等の伝統的建築様式を

基本 とし、歴史的風致に調和 したものを原則

とする。

色彩 無彩色、自然の素材色を基調とした色彩を原

則 とする。

建具 伝統的な様式に近づけるものとし、望見でき

る部分については、木製の格子、板戸 を原則

とする。

建築設備等の

位置及び形態

伝統的意匠のもののほかは露出しないものと

する。

工

作

物

位置・規模

構造・高さ

意匠・色彩

位置及び規模は可能な限 り伝統的な様式に近

づけるものとする。

構造及び高さは伝統的様式を基本 とし、歴史

的風致に調和 したものとする。

歴史的風致の特性をもったものとする。

原則 として現状維持ま

は復原修理 とする。
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景観形成地区に係わる修理・修景基準

V

V

修 景 基 準

(景観形成に積極的に資する建築物を建て

る場合 )

修 理 基 準

(景観形成指定建築物を修理

する場合 )

建

築

物

位置・規模

建築物の位置及び規模は、可能な限 り伝統

的建造物に従 うものとする。とくに、道路

側の壁面は、伝統的町並みの壁面線に揃え

て調和を図るものとする。

景観形成指定建築物について

は、主としてその外観を維持

するため、現状維持または復

原修理とする。

高 さ 周囲の建築物等に合わせ、町並みとしての

一体性 と連続性を図るものとする。

構造 在来工法を踏襲 した伝統的建築様式を基本

とする。

意匠

(屋根、軒、外

壁、窓、色彩 )

在来工法を踏襲 した伝統的建築様式を基本

とし、主としてその外観を歴史的風致の特

性に調和 したものとする。

建築設備等の

位置及び形態

伝統的意匠のもののほかは露出しないもの

とする。

工

作

物

位置 。規模

構造・高さ

意匠・色彩

位置及び規模は可能な限 り伝統的な様式に

近づけるものとする。

構造及び高さは伝統的様式を基本 とし、歴

史的風致に調和 したものとする。

歴史的風致の特性をもったものとする。

原則として現状維持または復

原修理とする。
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図解 :伝統的建造物群保存地区に係わる修景基準

伝統的建造物群保存地区に係わる修理・修景基準は、修理基準に関して

はオリジナルに従うということが要点であって、特に細目はない。修景

基準に関しては、切 り妻・平入りの建物の場合と、寄せ棟・妻入 りの建

物の場合を図解すれば次のようになる。

□切り妻・平入りの建物の場合

●位置・規模

可能な限り伝統的建造物

に従うものとする。

とくに道路lmの壁面は、

伝統的町並みの壁面線に

揃えて調和を図るものと

する。

●高さ

周囲の建築物に合わせ、

町並みとしての一体性

と連続性を図るものと

する。

●構造

在来工法を踏襲した伝
統的建築様式を基本と

する。

2方向以上の傾斜屋根

(切妻、各棟等)と し、

勾配は55寸から7寸 と

する。

瓦は、黒色または風色

の日本瓦とする。

、庇

周囲の伝統的建造物に

合わせた調和のとれた

連続性を保つものとす

る。

外壁、窓

漆噴塗 り、下見板張 り

等の伝統的建築様式を

基本とする。

●色彩

無彩色、自然の素材を

基調とした色彩を原則

とする。

具

伝統的な様式に近づけ

るものとし、望見でき

る部分については、木

製の格子、板戸を原貝1

とする。

□寄せ棟・妻入りの建物の場合

●位置・規模
可能な限り伝統的建造物

に従うものとする。
とくに道路側の壁面は、

伝統的町並みの壁面線に

揃えて調和を図るものと

する。

●高さ

周囲の建築物に合わせ、

町並みとしての一体性

と連続性を図るものと

する。

●構造

在来工法を踏襲 した伝

統的建築様式を基本 と

する。

2方向以上の傾斜屋根

(切妻、寄棟等)と し、

勾配は55寸から7すと

する。

瓦は、黒色または鼠色

の日本瓦とする。

一―●軒、庇

周囲の伝統釣建造物に

合わせた調和のとれた

連続性を保つものとす

る。

、窓

漆喰塗 り、下見板張 り

等の伝統的建築様式を

基本とする。

●色彩

無F//色、自然の素材を

基調とした色彩を原則

とする。
~~●

建具

伝統的な様式に近づけ

るものとし、望見でき

る部分については、木

製の格子、板戸を原則

とする。
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図解 :景観形成地区地区に係わる修景基準

景観形成地区に係わる修理・修景基準の場合も、修理基準に関してはオ

リジナルに従うということが要点であって、特に細目はない。修景基準

に関しては、切り妻。平入りの建物の場合と、寄せ棟・妻入りの建物の

場合を図解すれば次のようになる。

□切り妻 。平入りの建物の場合

●位置・規模
可能な限り伝統的建造
物に従うものとする。
とくに道路側の壁面は、

伝統的町並みの壁面線
に揃えて調和を図るも
のとする。

●高さ

周囲の建築物に合わせ、

町並みとしての一体性

と連続性を図るものと

する。

●意匠

在来工法を踏襲した建

築様式を基本とし、主

としてこの外観を歴史

的風数の特性に調和し

たものとする。

●構造

在来工法を踏襲 した伝

統的建築様式を基本 と

する。

□寄せ棟・妻入りの建物の場合

●位置・規模

可能な限り伝統的建造

物に従うものとする。

とくに道路側の壁面は、

伝統的町並みの壁面線

にhlえ て調和を図るも

のとする。

●高さ

周囲の建築物に合わせ、

町並みとしての一体性

と連続性を図るものと

する。

●意匠

在来工法を踏襲した建

築様式を基本とし、主

としてこの外観を歴史

的風致の特性に調和し

たものとする。

●構造

在来工法を踏襲 した伝

統的建築様式を基本と

する。
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楔佐原の伝統町家
は一その特徴

5基舅ゾ〕魃議 :響[テ朧 重組
法を踏襲した伝統的建築様式を基本とする」とあるが、この伝統

的建築様式とは具体的に何か ?、 建具は「伝統的な様式に近づけ

るものとし」とあるが、この伝統的様式とはどのようなものか ?。

多様な建築が含まれる佐原の町並みでは、これらをひとことで言

い表すことが難しい。仮に、今は可能であっても、調査が進むに

従って、ことなる様式が見出される可能性もある。従って、「修

理・修景基準」ではこのようなやや抽象的ないい方がなされてい

るのだが、一方、佐原固有の様式が存在することも確かな事実で

ある。5～ 7章は、こられの点を具体的に補い、対象地区で具体的

に設計を進める場合の参考資料を提供 しようとする。

具体的なデータは建築のタイプごとに示す。そこでまずこの第

5章で、佐原の伝統的建物の特徴を略述し、タイプ分けを行う。な

お、この章の記述は主に『佐原の町並みJを必要に応 じて再整理

したものに今回の調査結果を加えたものである。

W

▼
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V

敷地

敷地は、多 くの伝統的町並みと同様、間口が狭 く、奥行 きが深い。

ただし、具体的な大きさとなると、城下町のようなしっかりと計

画された都市と異なって大小様々の敷地が混合 している。それで

も街区によってある程度の特性がみられる。

1.全体 としてみると、間日の大部分は 5間以下で 4間前後に集中

している。間口方向の変動が小 さいのに対 して、奥行 きはじつ

にさまざまであり、最低 7間から最大の40間 までの間に分布

する。そして間回の大 きさと、奥行 きの大 きさとには、ほとん

ど相関関係がみられない。

2.間 回は一般に、小野川べ りよりも街道筋の方が狭い。新橋本南

側が大きな数字を示 しているのは、セイミヤ (旧奈良屋)の
12.5間 が含 まれているためで、これを除けばこの傾向に従 うこ

とになる。その中でも、新橋本北側は特に小 さく、新上川岸や

本川岸に比べれば、 1間以上も短い。

3.奥行 きでは、下分地区に著 しく深いものが並んでいる。この数

字は、一戸の家族の利用単位だが、所有単位でみれば、その裏

の借家等も含 まれるため、もっと奥深いものとなる。いっぼう

忠敬橋のたもとには奥行 きの小 さい敷地が多 く、間口同様、新

橋本の北側は特に小 さい。なお、注意すべきは本橋元南で、奥

行 きの利用単位ははなはだ複雑に入 り組んでいる。
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敷地と建物の配置

佐原の歴史的市街地の敷地は、間口が4～ 5間の細長い敷地であ

る。この敷地は、次のように使われている :

すなわち道路に面 した一皮には 2階建てが多い。2階を持つ棟

が間に平家をはさみながら、断続的に続いている。その奥の一皮

では、2階はかなり減少 し、平家の建物がならぶ。そのさらに奥

には庭が並んでいる。庭には、風呂や トイレといった小 さな棟が

ところどころ混 じる。庭の多い一帯 よりさらに後ろには、再び

様々な建物がならんでいる。つまり、道路からの距離に応 じて、次

第に建物の階数や密度が低 くなり、空地が増加するという秩序が

みられる。

このことを敷地の大きさ (特 に奥行 き)と 敷地内の建物配置と

の関係から整理すると次のようになる :。

・ 9～ 10間 の敷地では、主屋が一棟のみというのが一般であ

る。奥行きが 7間程度だと敷地は主屋で一杯 となり庭はほとん

どない。

・9間 を超えると庭をもうける余地が生まれてくるが、9間前後

のところに蔵を設けるタイプが少数有 り、この場合はおそらく

庭を持たなかったのであろう。改造の甚だしい現在ではよくわ

からない。

・奥行 き13～ 15間 の第2グループでは、主屋の背後に庭を設ける

ほか、さらに 1棟の付属屋を設けることが可能となる。付属屋

はそれぞれの家の事情に応 じてクラ、ハナレ、物置、作業場な

どさまざまである。

・奥行 き20間 を超えるようになると、付属屋は 1棟ではなく、複

数のさまざまな建物が設けられる。

敷地の奥行き別にこのようにみてくると、敷地内の建物配置に

はその奥行 きに関わらず一定の原則があることが判明する。主屋

→ニワ→付属屋という基本順序はどのような大きさの敷地でも変

わらず、敷地の大きさは、その奥の付属屋にどのような建物をい

くつ並べるかという点にかかわっている。

48



主屋の間取り

質内に配置される建物のうち、もっとも中心となる主屋の間取 り

は次のようである

1階平面

まず大きな原則は、道路正面に「みせ」を置きその背後に座敷を

ならべることである。この基本原則に基づいて様々なヴアリエー

ションがみられる。

□通常通 り土間を、街道筋では東側に、小野川べ りでは南側に設

ける。ただし「通 り土間」という名称はなく、たんに土間と呼

ばれていることが多い。土間の裏庭に近いあたりに台所が設け

られた。通 り土間は、関西の町屋のように巾は広 くても1間程

度、外路地のある場合は設けない場合 もある。このような例は

新 しい建物に多 くなるようである。従って台所 も主屋の背後ヘ

突き出して設けられる場合がある。これらはおそらく後の改造

と思われるが、今 となってはよくわからない。いずれにせよ、

「通 り土問」という固有の名称がないところからみて、それほ

ど重要視されなかった空間といえるかもしれない。通 り土間と

反対側の側面には、押入や床の間の並ぶ分厚な壁がたてられて

いる。

□みせは、土間と帖場、店番、仕事場などの畳または板間とから

成 り立っていた。土間と床の割合は建物によって区々である。

大きさは間口が 3か ら4間が圧倒的で、奥行 きは 2～4間 に分

布するが中でも2～ 3間 に集中する。

□座敷は、奥行 き方向に 1室ないし2室、間口方向にも1列 ない

し2列 に部屋を並べる。この結果、原則的には都合 4種類のパ

ターンが生まれるが、実際は中間的なものを含めて、多様な

ヴァリエーションがみられる。たとえば、奥行 き方向2室のう

ち裏庭側では台所を広 くとり、内側の部屋のみを2列 にすると

いった例である。2列型は間口 4間 を超える建物に多 くなる

が、一般に 2列型とはいっても、通 り土間側の座敷は小さい。

それに四方がふすまだけで仕切られているなど十分な設えがあ

るとはいえないので、副次的な部屋 とみるべきだろう。奥行 き

方向では6間 を超える建物から座敷を2室並べるものがふえて

くる。

□座敷 と裏庭の間は縁佃1で ある。縁佃1か ら通 り土間と反対側へ向

かった隣棟ぞいに便所が設けられる。

2階平面

2階 に関しては、奥行 き3間前後のものと5間前後のものと2種類



V

存在する。前者の多くは、ひとつの大きな部屋に小さな部屋が付

属するというものである。ただし間口が4間 をこえると間口方向

に本格的な2室が並ぶ。大部分は座敷としてしつらえているが、板

床で天丼をはらずに倉庫などに用いた例もみられる。この場合一

般に、開日は道路側だけで、他の3方は壁である。

後者のグループは奥行き方向に本格的に2室 を並べるタイプで

ある。これには、ミセ部分を平屋とし、居住部分のみを総2階 と

するものと、建物全体を総2階にするものと2例みられたが、前

者の数は少ない。なお、総2階 とすれば、奥行き2室が可能にな

ると思われるが、本格的に3室 を並べる例はみられない。こちら

の場合は、開口部を道路のほか、裏庭側そしてlll面 にも開く。そ

のため周辺の建物の多くが平屋やミセのみ2階建ての場合、採光、

通風、眺望のすべてにわたってきわめて有利である。健面開口の

ため、2階の間口を1階 よりもせばめている例もある。

V
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図 :平面の典型例

1階復元平面図

(切妻、平入、 2階建、土蔵造)

1階平面図

(寄棟、妻入、 1階建 )

1階平面図

(切妻、平入、 2階建 )

V

帖 ｀ヽごJ
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主屋の断面と屋根

以上の 1階 と2階のプランを組み合わせで、さまざまなタイプの

建物が生まれる。たいへん面白いことに、佐原の町屋では、 1・

2階の組み合わせ方で屋根の形が決まってくる。

□江戸時代の建設とされるある建物は、当初の平面は奥行き方向

に座敷が 2室であった。しかし内側の座敷はミセに食い込んで

いて全体の奥行 きは4.5間 しかなく、外形からは奥行き1室

型である。この建物は、切妻・平入 りであるが、当初の座敷部

分の屋根形状は不明である。

□この建物を例外 として、1973年 の調査建物で平屋のものは、す

べて座敷が 2室で、屋根の形は、寄棟・妻入 りである。この形

の建物は、あまりとりあげられていないが佐原ではきわめて多

い。とりあげられなかったのは、中心部に少ないためで、実際

には佐原の町並み景観上重要な役割を果たしている (し かし、

近年取 り壊 される例が多い)。

□ l階が座敷 1室で、 ミセ上のみ 2階 とするタイプの屋根形式

は、切妻 。平入で、座敷にはミセ棟 よリー段低い屋根を下屋の

ようにふきおろす。

□この形では、1)奥へさらに部屋をふやすことがむつかしく、の

2階では後ろ側に開口部をとることができない。そこで、1階

を座敷 2室 とする建物では、座敷部分の屋根を、ミセ棟の棟方

向とは垂直にむける。なお、この形式で座敷部分をも2階建て

とするタイプは、川越ではごく一般的であるが、佐原では1973

年調査では見られない。

□同 じ切妻・平入でも、ミセ棟が比較的奥行をもち、後ろの座敷

部分などとは独立性の強いものがみられる。特に蔵造 りではこ

のタイプが多い。また、たとえば小堀屋では、後ろの建物は、

総 2階切妻平入 (奥行 3間半)の ミセ棟 とは別に釜屋 として扱

われていた《佐原の町並J30ペ ージ)。 ただしこの型のものは

後半部の改造が甚しく、旧状がわからないので、あるいは前記
のタイプと同じものだったかもしれない。

□佐原では、2階 を奥座敷上にも拡大する場合、必ず妻入・寄棟

という屋根形式が採用 されるようである。あたかも平屋建ての

形式をそのまま高 くしたような形である。平入切妻の建物に比

べ街路に立ったとき見える屋根面が小 さく、棟 も見えないので

屋根の重さをあまり感 じないといえよう。

□そのほか、上下 2室ずつ総 2階の妻入切妻妻の建物の前面に妻

入・寄棟 1階建てのミセをとりつけるというタイプが少数だが

存在する。総 じてミセを 1階建て妻入 。寄棟 とすれば、屋根 ウ

ラを含め高い天丼が得られるという利点があるようである。
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□今回及び前回の調査で計 2棟の洋風建築が含まれていた。いず

れも1階 2室 (う ち 1室はミセ)2階も2室の総 2階で、プラ

ン上和風住宅と本質的な差はない。ただし2階 を道路いつぱい

に出し庇を用いずに、パラベットで傾斜屋根をかくすなど今ま

で評価してきたいくつかの伝統的要素は失われている。

V

V
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▼

▼

矩計と正面の構成

正面まわりについて、断面と正面の両方から特徴を整理 しよう :

□ 1階庇 と建具位置

正面では、階数、屋根の形式に係わらず 1間弱の庇がとりつけ

られる。建具は、この庇先の庇通 りにとりつけられる場合 と、

2階壁面と一致する本通 りにとりつけられる場合 とがある。本

通 りの場合は、庇通 りに格子の引き戸がとりつけられる。この

形式がより古いものであろう。現在は、庇通 りで戸締まりが行

われているものも、オリジナルは本通 りで閉じられていた形式

のものが多いこの形式はまた、庇下に荷物をおくために香取街

道沿いよりも小野川沿いに多かったものと推定 される。

なお、庇には、傾斜をつけずに2階のベランダとした例が少な

からず見受けられる。この場合、周囲には洋風の繰 り型が回さ

れる (瓦の庇のまま、周囲にこの繰 り型をまわした例 も古い写

真には見られる)。

□建具

1階本通 りの建具は、古 くは上げ下げ式の板戸であつた。現在

はガラスの引戸が用いられている。2階の開口部は土蔵を除い

て格子でおおわれている。その内側に現在はガラスの引き戸が

はめられている。

□軒裏の構造

2階の軒裏は、腕木が出桁を支えるいわゆる出桁造 りである。

(こ の項続 く)
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□ 1階ファサー ドの構成

1階ファサー ドの構成は、香取街道沿いの切 り妻平入 り形式の

建物では全面に建具が並べられる。土蔵造 りの場合も袖に壁が

造られることなく、全面が建具である (小林家を除 く)。 川越

の土蔵 とは異なるところである。小野川沿いに多い、寄せ棟型

の建物では、向かって右手のおよそ l間がが腰壁のある窓とな

る。窓には格子がとりつけられる。

V

V

切妻の正面例

寄棟の正面例
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▼

V

タイプごとの

各部位寸法

E_体的に建物の改修を行 う場合 (特 に新 しい建物を集計する
ノヽ場合)、 階高、軒や庇の高さ、庇の出の寸法などが慎重に決

められる必要がある。これらは、最終的には、それぞれの現場に

おいて、周辺にある伝統的な建物を充分に調査 しつつ、いくつか

の代替案を比較検討 した後、決定 されるべきものである。 しか

し、伝統的建物のこれら各部位寸法が大体 どの くらいであるか

は、あらかじめ分かる方がよい。この章では代表的な建物につい

て実測 した数値を整理する。ただし、これら寸法の利用にあたっ

ては、次の点に留意されたい :

1。 これらはあ くまでも一般的な参考である。繰 り返 しになる

が、実際には、そして最終的な決定は、各現場において慎重に

なされるべきこと。

2.今 日の通常の木造の構法においては、ここにあげた寸法を守

ることが困難な場合が多い。しか し、一定の工夫をすればクリ

アは可能である。例えば、天丼の懐 を小 さくする、梁を見せ

る、などである。問題は、伝統的な町並みのプロポーションを

守る意思があるかないかである。
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▼

取り上げるタイプ

前章の結果に基づき、事例の多いか特徴的な以下の4つ のタイプ

について採寸、整理する。各タイプの採寸 した建物は以下の通 り

である。なお、その他 として洋風腱 築ほかをとりあげる :

ロタイプ1:1階建て/寄棟/妻入

中心部には少ないが、町全体には多い。佐原の町並み景観上重

要な役割を果たしている。

ロタイプ2:2階建て/切妻/平入

香取街道沿いに多い。一般的な形式である。

ロタイプ3:2階建て/寄棟/妻入

タイプ 1を そのまま総 2階建てにした形式。景観的には、屋根

や棟があまり目立たないことから、屋根の重さをあまり感 じさ

せない。小野川沿いに多い。

ロタイプ4:2階 建て/寄棟 +切妻/妻入

前半分が寄棟、後ろ半分が切妻 という独特の建物。数は少な

い 。
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採寸 した建物のタイプ別分布図

下図は、採寸 した建物の位置をタイプ別に地図に示 したものであ

る。



■タイプ 1の各部位寸法

V

NO. 建築年代 間口 1階庇 2階庇 屋根勾配 軒 出 (2階 ) 軒出 (1階 ) 2階壁面線

1 明治大火後 三間 2,469 6 909 1,250 不 明

2 大正 7,480 2,426 3,581 1,715 不 明

平均値 7,480 2,448 3,583 1,H2 1,483
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■タイプ1-1(現在 )

骰賣
搬

監
誡委
噺
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脇

妥
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ロタイプ1-2(古 い写真 )

2
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ロタイプ1断面例
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■タイプ2の各部位寸法

|‖ ‖‖

1ハ∞、建具は 1/40

NO. 建築年代 間口 1階庇 2階庇 屋根勾配 軒出 (2階 ) 軒出 (1階 ) 2階壁面線

1 江戸 5,780 2,100 4,340 1,200 1,990

2 明治大火後 7,270 2,157 4,870 1,050 1,620 175072000

明治大火前 6,560 2,313 4.705 855 1,310 1,335

4 江戸 7,135 2,074 3,284 1,485 1,505

明治大火 8,180 2,131 5,054 910 1,365 1,510

6 明治大火後 5,320 2,596 4,367

平均値 6,708 2,229 4,437 669 1,295 1,620

●
，
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ロタイプ2-1(現在 )

2

4
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ロタイプ 2-2(古 い写真 1)

6
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ロタイプ 2-2(古 い写真 2)

3
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ロタイプ2断面例

*こ の建物については格子等の詳細が「佐原の町並みJに収録されている

(実淑1:丸山純/作図 :丸山純/墨入製図 :清水慶子)
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■タイプ3の各部位寸法

」

1/100、 建具は 140

NO. 建築年代 間 口 1階庇 2階庇 屋根勾配 軒出 (2階 ) 軒出 (1階 ) 2階壁面線

1 昭禾日 6,500 2,426 5,340 1.H0 1.535 1,590

2 明治大火後 6,500 2,306 5,449 909 1,369

明治大火後 5,910 2,090 1,390

4 6,380 2,226 4,793 1,050 1,674

明治大火後 18,050 2,134 3,500 1,304

6 明治大火後 10,CXXl 2,173 1,370 909

平均値 8,890 2,226 4,771 1,023 1,440 1,250
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ロタイプ3-1(現在 )

4

6
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ロタイプ3-2(古 い写真)



ロタイプ3-3(古 い写真 3、 1階庇が洋風のもの)
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ロタイプ3断面例

(実測

『佐原の町並みJよ り

:丸山純/作図 :丸山純/墨入製図 :西沢正宏)

Lュ」
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■タイプ4の各部位寸法

NO. 建築年代 間口 1階庇 2階庇 屋根勾配 軒 出 (2階 ) 軒出 (1階 ) 2階壁面線

1 明治大火後 5,725 2,154 3,288 303 1,455 1,400

平均値 5,725 2,154 3,288 303 1,455 1,400

７
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ロタイプ4(現在)

▼

V
4
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ロタイプ4断面例

V

V
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V

その他

その他の例 として、蔵づくりと洋風建築をあげる。これらについ

ては、一般的な寸法を計測 してもあまり意味がないので、以下に

掲げる断面図等を参照されたい。
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□その他 (蔵づくり)

′||ン守■、ミ

4

5 6
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□その他 (洋風、古い写真)

3

5
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□洋風建築断面例

一

。
一
¨
¨
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□土蔵づくり断面例

『佐原の町並みJよ り

(実測 :江面嗣人/作図 :江面嗣人/墨入製図 :清水慶子)

『佐原の町並みJよ り
(実測 :大野富/作図:大野富/墨入製図:荘司達夫)
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□看板例 1(屋根看板 )

V

3
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□看板,12(透 き看板 )
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□看板例 3(そ の他 )

V

V

０
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□のれん例

V
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修景例

11複 」ど

に修理、修景された建物を参考例として
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修 理
・

修 景 例

修景前

1多 澤[イ髪
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修景前

1多 澤:イ髪
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■資料提供

2章以降の古い建物の写真

(有)宇井写真館
図面の一部

『佐原の町並みJ より
研 団法

その他写真等
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